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令和６年度 坂戸市中央第三地域包括支援センター 事業計画書 
 
１ 基本方針 

（１）坂戸市中央第三地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、高齢者等の心身の

健康保持及び生活の安定のために必要な援助を実施する。 
 
（２）センター事業は「第９期坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「令和６年度坂

戸市地域包括支援センター運営基本指針」に基づき、年間事業計画に従い実施する。 
 
（３）地域住民が住み慣れた地域で安心して過ごす事が出来るよう、職員全員が連携して業務を

実施する。 
 
（４）地域住民や関係機関にとって、相談しやすいセンターの運営に努める。 
 
２ 今年度の取り組みと目標 

項目 事業・取組 内容 目標 

権利擁護業務 住民への周知 地域のサロン等に出向かせて頂き､住民

に対してセンターの担う権利擁護業務

についての周知を行う｡ 

年 3 回 

包括的・継続的ケ

アマネジメント 
主任介護支援専

門員との協働 
圏域内の主任介護支援専門員との情報

交換会を実施し、圏域の課題や今後必要

な取り組みについて情報共有する。 

年 1 回 

運営体制 業務マニュアル

の整備 
センター内で業務マニュアルを整備し､

職員間で対応の統一化を図る｡新任職員

でも対応しやすい環境を整備する｡ 

令和 6 年度

中に整備 

運営体制 センター職員間

の情報共有･ス

キルアップ 

定期的にセンター内会議を開催し､ケー

ス対応の統一化やスキルアップを図る｡

情報共有する事で連携体制を強化する｡ 

年 6 回 

 
３ 運営体制 

（１）所内の情報共有について 
  毎朝、全職員でミーティングを実施する。ミーティングでは予定の確認や連絡事項の伝達、

各事業についての報告を行い、全員が担当以外の事業についても把握できるようにする。 
    また、2 ヶ月に 1 回のペースでセンター内会議を開催し､対応困難ケースの共有や対応方法の

検討､業務の見直しを行う。 
 
（２）職員研修について 
  センター職員向けの研修計画を作成し､各職員が計画に沿って研修を受講する事で､センター

職員として必要な知識や技術の習得に努める｡日々の業務では、必要に応じて管理者が各担当

ケースへの対応方法の助言や同行訪問を行う等、継続的な人材育成を行う。 
 

４ 包括的支援事業 

（１）総合相談支援業務 
・対象者や家族からの相談を待つだけでなく、地域住民や関係機関と連携しながらスムーズ

な実態把握を行う。状況に応じてアウトリーチを行う。 
・地域を見守る事の出来るネットワークを形成するため、地域密着型サービス事業所の運営

推進会議、民生・児童委員協議会の定例会に毎回出席する｡地域の関係者と顔の見える関係

をつくり、必要時にセンターに相談をしやすい体制をつくる。 
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・ホームページを活用し、世代を問わずセンターについて理解して頂ける体制を整備する。 
・オンライン相談の体制を整備し、感染症の影響を受けない相談体制をつくる。 
 

（２）権利擁護業務 
・高齢者虐待や消費者被害、成年後見制度に関する相談があった際には、市役所、介護保険

事業所、消費生活センター、社会福祉協議会等と連携して対応する。 
・センターが担う権利擁護業務について理解を深めて頂くため、年 3 回以上は地域のサロン

等で周知活動を行う｡ 
・西入間警察署と連携し、地域住民に対して消費者被害や詐欺予防に関する講話をして頂く

機会を設ける。 
 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント業務 
・センターの主任介護支援専門員が中心となり、地域の介護支援専門員への助言や同行訪問

等の支援を行う。 
・市内の介護支援専門員を対象とした研修会を年 1 回開催する。研修会は市内の他のセンタ

ーと合同で企画する。 
・圏域内の居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員に対し、インフォーマルサービス

等についての情報提供を行う。 
・圏域内の主任介護支援専門員との情報交換会を年 1 回実施し、圏域の課題や今後必要な取

り組みについて情報共有する。 
 

５ 地域包括ケアシステム推進 

団塊の世代が 75 歳以上となり高齢化が一段と進む令和 7 年に向けて、住み慣れた地域で高齢 
者が自立した生活を営めるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスが切れ目な

く提供される地域包括ケアシステムの実現をめざした取り組みを推進する。 
 
（１）在宅医療・介護連携推進事業 

  ・坂戸市・鶴ヶ島市地域包括ケアシステム推進協議会、市民公開講座(認知症・在宅医療)、

多職種連携研修会、医師会や医療機関の主催する各会合に参加し、地域の医療従事者と顔

の見える関係を構築する。 

・各関係機関とはメディカルケアステーション等のツールを活用し、連携強化を図る。 

 

（２）生活支援体制整備事業 

  ・第 1 層協議体に年 1 回参加する。第 1 層生活支援コーディネーターや各関係機関、地域住

民等と協力し、地域の支え合いの体制整備を推進する。 

  ・センターに第 2 層生活支援コーディネーターを 2 名配置する。第 2 層協議体（高齢者の支

え合い会議「地域ミーティング」）を年 2回開催し、地域の情報共有や新たな社会資源開発

に向けた話し合いを行う。 

  ・住民団体が実施している支え合い事業が継続されるように、定例会に参加するなど後方支

援を行う。   

 

（３）認知症総合支援事業 
  ・センターに認知症地域支援推進員を 2 名配置し、認知症関連事業を実施する。推進員はチ

ームオレンジコーディネーターとしてチームオレンジの運営支援を行う。 
  ・認知症高齢者及び家族等が集える、おれんじカフェを 2 ヶ所運営する。圏域内で地域住民

が運営しているおれんじカフェについては、必要に応じて後方支援を実施する。 
  ・センターに認知症初期集中支援チーム員を配置し、チーム医と連携して認知症の方または

認知症の疑いのある方への初期対応を行う。 
  ・認知症疾患医療センターの医師を講師に招き、認知症地域学習会を年 1 回開催する。学習
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会と同日に認知症出張相談会を開催する。 
・地域住民を対象とした認知症サポーター養成講座を年 1 回開催する。また企業や有志の団

体などから開催依頼のあった際には、その都度企画し開催する。 
  ・高齢者声かけ訓練を年 1 回実施する。地域住民が認知症についての理解を深め、見守りが

必要な方に配慮した声かけ方法を学べるような内容の訓練を企画する。 
 
（４）地域ケア会議推進事業 
  ・地域課題の抽出を目的とした圏域地域ケア会議を年 1 回開催する。圏域の介護支援専門員

や関係機関、地域住民と地域課題を共有し、地域に必要な社会資源を把握する。 
・ケアマネジメントの資質向上を目的とした自立支援型地域ケア会議の司会を年 2 回担当す

る。他のセンターが司会を担当する会議も積極的に傍聴し、センター職員の資質向上を図

る。また、司会を担当する際には圏域内の居宅介護支援事業所に事例提出を提案し、圏域

内のケアマネジャーの資質向上を図る。 
・年に 2 回、市役所で開催される地域ケア推進会議に出席し、圏域地域ケア会議で整理され

た課題の報告や新たな社会資源の開発についての提案を行う。 
 

（５）介護予防推進事業 
  ・圏域内で脳の健康教室（すこやか脳クラブ）を開催する。 
  ・介護予防事業の参加者からの相談に応じ、必要な支援に繋げる。各事業のサポーターとも

連携して継続的な支援を実施する。 
  ・必要に応じて、圏域内のさかどお達者体操自主グループのフォローアップを行う。 
  ・老人会や自治会、民生委員等と連携し、介護予防が必要な方を適切な事業に繋げられるよ

うにする。 
 
６ 介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援事業 

介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援に関しては、住民が住み慣れた地域で安心して

生活し続けられるようにするため、自立支援の考えに基づいて実施する。担当圏域は 1 人暮らし

の高齢者が多いため、心身の健康状態以外にも対象者の置かれている状況を正確にアセスメント

し、それぞれの目標達成に向けた支援計画を作成する。フォーマルサービスだけでなく、インフ

ォーマルサービスも支援計画に位置付ける事で、個別性のある計画を作成する。対象者それぞれ

の目標達成に向けて適切な社会資源を支援計画に位置付けられるよう、日頃から社会資源の情報

収集に努める。 
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坂戸市中央第三地域包括支援センター概要 
 
１事業者概要 

法 人 名 称  医療法人社団秀人会 原田内科クリニック 
代表者役職名 理事長 原田 守久 
事業所名称  坂戸市中央第三地域包括支援センター 
事業所所在地 坂戸市末広町５番地１ シャンボールビル１０２ 
電 話 番 号  ０４９－２８８－７７０１ 
ＦＡＸ番号  ０４９－２８８－７７０２ 

介護保険事業所番号 １１０６００００５０ 
サービス提供地域 坂戸市中央第三地区 

 
２事業所の職員体制 
 （１）職員配置数 

職 員 常勤職員 非常勤職員 備 考 
管理者 １名 ０名  

経験ある看護師 １名 ０名  
主任介護支援専門員 １名 ０名  

社会福祉士 ３名 ０名 1 名管理者兼務 
  
（２）職員の勤務時間 

区 分 勤務時間 備 考 
平 日 午前８時３０分～午後５時３０分  
土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分  
日曜日 休業日  
祝 日 休業日  

年末年始（１２月３０日～１月３日） 休業日  
 
３サービス提供時間 

区 分 サービス提供時間 備 考 
平 日 午前８時３０分～午後５時３０分  
土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分  
日曜日 休業日  
祝 日 休業日  

年末年始（１２月３０日～１月３日） 休業日  
 
４事業所建物の概要 

建物構造の概要 鉄筋コンクリート４階建て 
竣工年月日 平成２年４月１日 

建物増改築の概要 なし 
執務室面積等 

相談室 部屋数１    ２４，６２４ ㎡ 
事務室 部屋数１    ２５，０５６ ㎡ 
駐車場 ５台分(原田内科クリニック兼用) 
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５従業者名簿 

職 種 
（ふりがな） 

氏 名 
資格 その他所有する資格 

管理者 
社会福祉士 

 社会福祉士 
精神保健福祉士 
公認心理師 

主任介護支援専門員 

経験ある看護師  看護師 介護支援専門員 

主任介護支援専門員  主任介護支援専門員 社会福祉士     

社会福祉士  社会福祉士  

社会福祉士  社会福祉士  

 



令和5年度地域包括支援センター年間事業計画表

月
週 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

会議 包括運営協議会（介護審議会） 2 10

地域包括ケアシステム推進協議会（全体）２回 ● ●

包括会議（原則第3金曜9：30～。ただし、4
月、3月は第2火曜日9:30～とする。）

9 21 16 18 17 11

下段：会議室名 203 中央公民館学級室C 201 201 403 201

介護予防・日常生活
支援総合事業

担い手養成講座 6

通所型サービスC（運動）（９事業所へ委託）

訪問サービスC（栄養）(栄養士会へ委託）

一般介護予防事業
介護予防サポーター養成講座
（地域介護予防活動支援事業） 4 11 18 25 1 8 15 22
さかどお達者体操
（地域介護予防活動支援事業）

通年で実施　自主グループ支援は市と各圏域包括

健康貯筋のための元気アップ教室
※運動強度高★6回×1会場×2ｸｰﾙ

（元気高齢者向けの運動教室）
8 15 22 29 5 12 勝呂公民館 9 16 23 30 6 13 入西地域交流センター

運
動
29

運
動
1

栄養
口腔
7

個別
相談
11.
14

（認知症予防）
14 21 28 4 11 18 第一：千代田公民館(火）８月は休止 26

個別
相談
17

14 22 29 5 12 19 西部：城山公民館（水）８月は休止 30

14 23 30 6 13 20 第二：図書館（木） ８月は休止

10 18 25 2 9 16 第三：北坂戸公民館（水） 26

10 19 26 3 10 17 東部：ふれあいスペース１０３（木） 27

フレイル相談会（ウエルシア提携）AM
２
薬師

26
柳町

20
鶴舞

25
塚越

任意事業 21 　

文化会館（第1,2,3,4会議室）

家族介護教室（年9教室） ●実施団体募集＋説明会（Zoom）（4～5月中…）●業務委託×7団体　＋　ボランティア×2団体（6月1日～翌年3月15日までの契約（実施期間）とする　※ボラ団体も同様の期間） 15
在宅医療・介護連携推
進事業費

普及啓発事業　※日程内容は未定 入退院支援ルール等周知（包括、居宅介護支援事業所等） ■ 市民公開講座（医師会）

第1層協議体（年1回・PM・文化会館） 　 2 　 　

地域福祉ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座 1 15 25

第2層　（地域ミーティング・年2回）　　　　　   東 三 一 西 二 　 　 　 　 　 東 三 西 一 二 　
　 16 20 21 18 26 　 　 　 　 　 　 19 16 16 17 28 　

就労的活動支援（就労支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 西 　 　 　 　 　 　 一 　 　 　
個別相談会 20 9
担い手養成講座 6

23 25
201 中央公民館集会室

認知症関連事業 三 三

サ：サポーター養成講座　学：地域学習会 サ 学・相

相：出張相談会 24 21

三

26

エンディングノート発行
※ジチタイアドの日程に基本合わせる

（■3月下旬協定） ■校正起案 ■発行・配布起案 ■配布開始 発行部数（未定 配布先：公共施設17、社協、5包括、窓口等で配布）

地域ケア推進事業費 地域包括ケア推進会議 28 24
下段：会議室名

三
25

自立支援型地域ケア会議（ ZOOM） 西 一 二 三 東 西 一 二 三 東

原則第３水曜1：30～ なし 15 19 17 なし 18 16 20 18 15 19 19

広報 広報さかど掲載　 ■認知症予防特集 ■介護予防関連

実習
包括にて実習生受け入れ（坂鶴看護学
校）

外部会議 グループホーム運営推進会議

ｹｱﾏﾈ研修会

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業費

第一：（金）
　勤労女性センター

会議室

声かけ訓練

見守りネットワーク運営会議・研修会

アルツハイマー月間

認知症初期集中支援チーム員会議

フレイル予防教室（西部包括）
★１，２日目：運動、3日目栄養・口腔講話、
4，5日目どちらか1日：個別相談（栄養・包括）

すこやか脳クラブ
★週１回×５か月間
※ｻﾎﾟｰﾀｰ説明・研修会
　①図書館・城山公民館・千代田公民館会場
　　5月1４日(火)中央公民館学級室C
　②北坂戸・東部地区公民館会場
　　9月12日(火)市役所201会議室

　　　　　　〃　　    検討委員会

担当するグループホーム　　東部：①坂戸東そよ風　②坂戸そよ風　　西部：③あったか　④坂戸西そよ風　⑤シャローム　　中央第一：⑥暖家　　中央第三：⑦かおる　

圏域地域ケア会議

中央公民館集会室 301.302

日にち未定：認サポステップアップ
講座

【注意】この表は目安表です。また、地域包括支援センターの基本事業（１）総合相談支援業務、（２）権利擁護業務、（３）包括的・継続的ケアマネジメント業務、（４）介護予防ケアマネジメント業務は通年実施のため表記していません。
3月8月 9月 12月 1月 2月4月 10月 11月5月

項目 内容
6月 7月

管理者会議
虐待対応訓練

各チームで随時個別開催

認知症対応力向上研修を兼ねる予定

管理者会議

アルツハイマー月間に伴う市主催の認サポス

テップアップ講座開催（図書館共催のため、

アルツハイマー月間

管理者会議

西部包括がオルモ

に事業所登録終了

次第、市で仮予約

をする。

メンタルヘ

ルス研修会

場所

時期未定。学校から依頼があった際にご相談します。

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中


